
■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

国税から地方税への税源移譲に伴い市県民税の税率が変わっています

　地方分権を積極的に進め、地域の実情にあった行政サービ
スを行えるよう、国税（所得税）から地方税（市県民税）へ
３兆円の税源移譲が行われます。
■給与取得者・年金所得者の変更点
　平成19年１月から所得税（源泉徴収分）が減り、その分平
成19年６月分からの市県民税が増えることになります。
■事業所得者等の変更点
　平成19年６月分から市県民税が増え、平成20年３月の確定
申告から所得税が減ります。
■「市県民税＋所得税」の税額は基本的に変わりません
　改正の前後で個人が負担する「市県民税＋所得税」の合計
額は、基本的に変わらないように配慮されていますが、定率
減税の廃止に伴う税負担の増加があります。

※実際の税額は、毎年の収入や扶養家族数などによって異なります。 詳しくは、広報さいじょう１月号10・11ページをご覧ください。

お問い合わせ先　市庁舎本館市民税課市民税係（℡0897－52－1317）、各総合支所税務課

　産業情報支援センターの運営組織である
㈱西条産業情報支援センター（愛称：サイ
クス）の各種情報をお知らせします。
　今回は、サイクスが運営している「食の
創造館」のグルメイベントを中心にお知ら
せします。

食創館での料理教室の様子（４月１日撮影）
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